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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成29年3月30日に提出いたしました第1期（自 平成28年2月5日 至 平成28年12月31日）有価

証券報告書について、その作成時に運用委託報酬に関する覚書からの転記を誤った箇所があり、

かつ、当該箇所については有価証券報告書作成担当部署及び記載内容関連部署により記載内容の

確認を行っておりましたが、確認が不十分であったことにより当該誤記について発見できないま

ま提出に至りました。その後、同有価証券報告書の記載内容の確認を依頼した第三者専門家から

の指摘に基づき本投資法人の資産運用会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会社が記載

内容の確認を行った結果、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （１）

投資方針 ⑧ ガバナンス体制 (ハ) 1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系の導入」の記載

に誤りがあったことが判明したことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。 

 

 

２【訂正事項】 

 

第一部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

⑧ ガバナンス体制 

 (ハ) 1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系の導入 

 

３【訂正箇所】 

下線部     は訂正部分を示しております。 

 

＜訂正前＞ 

（前略） 

取得報酬 取得価額×1.0％（上限）(注4)。なお、本書の日付現在、料率は0.1％

とすることで合意しています。 

譲渡報酬 譲渡価額×1.0％（上限）(注5)。なお、本書の日付現在、料率は0.1％

とすることで合意しています。 

（後略） 

 

＜訂正後＞ 

（前略） 

取得報酬 取得価額×1.0％（上限）(注4)。なお、本書の日付現在、料率は1.0％

とすることで合意しています。 

譲渡報酬 譲渡価額×1.0％（上限）(注5)。なお、本書の日付現在、料率は1.0％

とすることで合意しています。 

（後略） 

 


